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市
で
は
、「
一
人
ひ
と
り
が
一
人

の
人
間
と
し
て
大
切
に
さ
れ
る
社

会
」
の
実
現
に
向
け
て
、
第
3
次
大

崎
市
男
女
共
同
参
画
推
進
基
本
計

画
を
策
定
し
て
い
ま
す
。

　

社
会
情
勢
の
変
化
や
国
の
制
度

改
正
、
市
の
現
状
と
課
題
を
踏
ま

え
た
内
容
に
見
直
す
た
め
、
基
本

計
画
（
中
間
案
）
に
対
す
る
皆
さ
ん

か
ら
の
意
見
を
募
集
し
ま
す
。

■
閲
覧
方
法


市
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
の
閲
覧
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窓
口
で
の
閲
覧

▼
ま
ち
づ
く
り
推
進
課（
市
役
所

　

西
庁
舎
４
階
）

▼
市
政
情
報
セ
ン
タ
ー
（
市
役
所

　

東
庁
舎
１
階
市
政
情
報
課
内
）

▼
市
政
情
報
コ
ー
ナ
ー
（
市
役
所

　

各
総
合
支
所
地
域
振
興
課
内
）

■
対
象

　
市
内
に
居
住
ま
た
は
勤
務
し
て

い
る
人
、
事
業
所
を
有
す
る
個
人

ま
た
は
法
人

■
意
見
の
提
出
期
間

　

11
月
12
日

～
12
月
7
日


 

ま
ち
づ
く
り
推
進
課
男
女
共
同
参
画
推
進
室　
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第
３
次
大
崎
市
男
女
共
同
参
画
推
進
基
本
計
画

に
対
す
る
皆
さ
ん
か
ら
の
意
見
を
募
集
し
ま
す

■
意
見
の
提
出
方
法

　

計
画
（
中
間
案
）
に
対
す
る
意
見

と
氏
名
（
名
称
）
、
住
所
、
連
絡
先

（
電
話
番
号
な
ど
）
を
必
ず
記
載

し
、
持
参
、
郵
送
、
フ
ァ
ク
ス
、
Ｅ

メ
ー
ル
の
い
ず
れ
か
の
方
法
で
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
匿
名
、
電
話
の
意
見
に
は
応
じ

　

ら
れ
ま
せ
ん
。


持
参
の
場
合

　

月
～
金
曜
日
（
祝
日
除
く
）
８
時

　

30
分
か
ら
17
時
15
分
ま
で

　

ま
ち
づ
く
り
推
進
課
ま
た
は

　

各
総
合
支
所
地
域
振
興
課
に

　

持
参


郵
送
の
場
合

　

〒
9
８
９
―
６
１
８
８

　

大
崎
市
古
川
七
日
町
１
番
１
号

　

大
崎
市
市
民
協
働
推
進
部
ま
ち

　

づ
く
り
推
進
課
に
郵
送
（
12
月

　

7
日

消
印
有
効
）


フ
ァ
ク
ス
の
場
合

　

ま
ち
づ
く
り
推
進
課
（



　

2
4
2
7
）
に
送
信


Ｅ
メ
ー
ル
の
場
合

　

ま
ち
づ
く
り
推
進
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に
送
信

給
与
支
払
報
告
書
の
作
成
・
提
出

　

給
与
の
支
払
い
を
行
う
法
人
ま

た
は
個
人
は
、平
成
30
年
中
に
従
業

員（
ア
ル
バ
イ
ト
・
パ
ー
ト
を
含
む
）

に
支
払
っ
た
給
料
・
賃
金
・
賞
与
な

ど
を
基
に
、給
与
支
払
報
告
書
を
作

成
し
、提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

期
限
内
に
提
出
が
な
い
と
、
市

民
税
・
県
民
税
の
課
税
を
年
度
当

初
で
行
え
ず
、
従
業
員
が
１
回
当

た
り
に
支
払
う
納
付
金
額
が
増
え

る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
早
期
提

出
に
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

ま
た
、
提
出
の
際
に
は
、
社
会
保

障
・
税
番
号
制
度
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

制
度
）
の
施
行
に
よ
り
、
法
人
番
号

と
従
業
員
の
個
人
番
号
の
記
載
が

必
要
で
す
。
す
べ
て
の
項
目
を
正

し
く
記
入
す
る
よ
う
、
注
意
を
お

願
い
し
ま
す
。

■
提
出
期
限

　

平
成
31
年
1
月
31
日


■
提
出
先

　

平
成
31
年
１
月
１
日
現
在
に
お

け
る
従
業
員
の
住
所
地
の
市
町
村

※
郵
送
の
場
合
は
、
郵
送
す
る
市

町
村
の
担
当
部
署
を
確
認
し
、

提
出
期
限
ま
で
到
着
す
る
よ
う

に
郵
送
し
て
く
だ
さ
い
。

e
L
T
A
X
（
エ
ル
タ
ッ
ク
ス
）
に

よ
る
提
出
の
推
奨

　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
た

e
L
T
A
X
（
地
方
税
ポ
ー
タ
ル

シ
ス
テ
ム
）
に
は
、
申
告
書
の
入

力
・
計
算
誤
り
を
防
ぐ
チ
ェ
ッ
ク

機
能
や
、
1
度
で
複
数
の
地
方
公

共
団
体
に
提
出
で
き
る
機
能
な
ど

が
あ
り
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
個
人
事
業
主
や
代
理

人
が
提
出
す
る
際
に
必
要
な
、
本

人
確
認
書
類
が
不
要
で
す
。
ぜ
ひ

利
用
し
て
く
だ
さ
い
。

　

詳
細
は
、
一
般
社
団
法
人 
地
方

税
電
子
化
協
議
会
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ

ト
（h

ttp
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/
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で
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

市
県
民
税
課
税
通
知
書
の
送
付

■
特
別
徴
収
（
月
々
の
給
与
か
ら

　
天
引
き
）

　

平
成
31
年
５
月
15
日

に
事
業

所
へ
発
送
す
る
予
定
で
す
。

■
普
通
徴
収
（
直
接
個
人
で
納
付
）

　
平
成
31
年
６
月
14
日

に
本
人

に
発
送
す
る
予
定
で
す
。

 

税
務
課
市
民
税
担
当　
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給
与
支
払
報
告
書
の
作
成
は
早
め
の
準
備
を
お
願
い
し
ま
す

平成30年分事業所向け年末調整説明会

日時　11月14日　古川地域：10時～

12時、古川地域以外：14時～16時

場所　大崎市民会館大ホール

 古川税務署法人課税第一部門

　 22-2654

平成30年分青色申告決算説明会および
消費税軽減税率制度説明会

■営業・不動産所得

日時　12月6日　古川地域以外：10時～

11時30分、古川地域：13時30分～15時

場所　大崎合同庁舎 1階大会議室

■農業所得

日時　12月7日　古川地域以外：10時～

11時30分、古川地域：13時30分～15時

場所　大崎合同庁舎 1階大会議室

 古川税務署個人課税第一部門 

　 22-1713

 

総
務
課
人
事
担
当　
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障
が
い
者
を
対
象
と
し
た
職
員
を
募
集
し
ま
す

　

平
成
31
年
4
月
1
日
採
用
の
障

が
い
者
を
対
象
と
し
た
大
崎
市
職

員
を
募
集
し
ま
す
。

試
験
区
分
・
職
種
・
募
集
人
員

■
初
級
試
験

　

行
政　

若
干
名

■
社
会
人
試
験

　

行
政　

若
干
名

受
験
資
格

　

次
の
す
べ
て
を
満
た
す
人


初
級
試
験
は
、
平
成
9
年
4
月

2
日
か
ら
平
成
13
年
4
月
1
日

ま
で
に
生
ま
れ
た
人
。
社
会
人

試
験
は
昭
和
58
年
4
月
2
日
か

ら
平
成
9
年
4
月
1
日
ま
で
に

生
ま
れ
た
人


身
体
障
害
者
手
帳
、
療
育
手

帳
、
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手

帳
の
い
ず
れ
か
の
交
付
を
受

け
て
い
る
人
、
ま
た
は
知
的

障
害
者
更
生
相
談
所
、
児
童

相
談
所
、
精
神
保
健
福
祉
セ

ン
タ
ー
、
障
害
者
職
業
セ
ン

タ
ー
、
精
神
保
健
指
定
医
の
い

ず
れ
か
か
ら
知
的
障
が
い
者
で

あ
る
と
判
定
さ
れ
て
い
る
人

※
受
験
申
し
込
み
時
点
で
、
手
帳

の
有
効
期
限
が
切
れ
て
い
た

り
、
交
付
申
請
中
の
場
合
は
受

験
で
き
ま
せ
ん
。


活
字
印
刷
に
よ
る
出
題
に
対
応

で
き
る
人

試
験
日
・
申
込
方
法
な
ど

■
一
次
試
験
日

　

11
月
25
日


■
受
験
申
込
書
の
請
求
方
法

　

総
務
課
ま
た
は
各
総
合
支
所
地

域
振
興
課
で
、
月
～
金
曜
日
（
祝
日

除
く
）
8
時
30
分
か
ら
17
時
15
分

ま
で
配
布
し
て
い
ま
す
。

　

郵
送
で
請
求
す
る
場
合
は
、
封

筒
に
「
受
験
用
申
込
用
紙
請
求
」
と

朱
書
き
し
、
1
4
0
円
分
の
切
手

を
貼
っ
た
返
信
用
封
筒
（
角
型
二

号
）
に
郵
便
番
号
・
住
所
・
氏
名
を

記
入
し
同
封
し
て
く
だ
さ
い
。

■
申
込
方
法

　

受
験
申
込
書
（
縦
横
4
・
5
セ
ン

チ
メ
ー
ト
ル
の
写
真
貼
付
）
と
受

験
票
（
62
円
切
手
貼
付
）
に
必
要

事
項
を
記
入
し
、
身
体
障
害
者
手

帳
、
療
育
手
帳
、
精
神
障
害
者
保
健

福
祉
手
帳
の
写
し
、
ま
た
は
精
神

保
健
指
定
医
な
ど
か
ら
知
的
障
が

い
者
で
あ
る
と
判
定
さ
れ
た
こ
と

が
分
か
る
証
明
書
の
写
し
を
添
え

て
、
持
参
ま
た
は
郵
送
で
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

　

郵
送
の
場
合
は
、
封
筒
に
「
大
崎

市
職
員
採
用
試
験
受
験
申
込
」
と

朱
書
き
し
、
簡
易
書
留
郵
便
な
ど

の
確
実
な
方
法
で
送
付
し
て
く
だ

さ
い
。

■
送
付
先

　

〒
9
8
9
─
6
1
8
8

　

大
崎
市
古
川
七
日
町
1
─
1

　

大
崎
市
役
所
総
務
課
人
事
担
当

■
受
付
期
間　

　

11
月
1
日

か
ら
15
日
 

17
時

15
分
ま
で

※
土
・
日
曜
日
、
祝
日
は
受
け
付
け

　

で
き
ま
せ
ん
。

※
郵
送
の
場
合
は
、
11
月
15
日


17
時
15
分
ま
で
総
務
課
に
届
い

た
も
の
が
有
効
で
す
。
当
日
消

印
有
効
で
は
な
い
の
で
注
意
し

て
く
だ
さ
い
。

　

大
崎
市
民
憲
章
は
、
平
成
18
年

11
月
３
日
に
制
定
さ
れ
た
、大
崎
市

に
住
む
す
べ
て
の
市
民
の
基
本
的

な
規
範
、指
針
と
な
る
宣
言
で
す
。

　

市
民
憲
章
は
前
文
と
本
文
で
構

成
さ
れ
て
い
ま
す
。
市
民
憲
章
制

定
月
に
当
た
り
、
あ
ら
た
め
て
本

文
に
込
め
ら
れ
て
い
る
思
い
を
紹

介
し
ま
す
。

市
民
憲
章
の
配
布

　

事
業
所
な
ど
に
市
民
憲
章
の
掲

示
を
希
望
す
る
人
に
、
市
民
憲
章

を
印
刷
し
た
物
（
Ａ
２
サ
イ
ズ
、

４
２
０
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
×
５
９
４

ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）
を
配
布
し
て
い

ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
ま
ち
づ
く
り
推
進

課
ま
で
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

 

ま
ち
づ
く
り
推
進
課
地
域
自
治
・
N
P
O
担
当　
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11
月
は
市
民
憲
章
の
制
定
月
で
す恵まれた自然、豊かな文化、先人の築いてきた歴史と伝統への敬意

と賞賛をうたい、市の風景が浮かぶように表現されています。

市民が市に生きる誇りや喜びを感じ、市民としての責任を持ち、個

人の尊重、互助精神、住民協働、安全・安心で快適な暮らし、人材育成

や産業振興を希求し、歴史や文化に磨きをかけ、次代を担う子ども

たちが誇れる市を創造していくという思いが込められています。

前
文

本
文

大崎市民憲章の構成

 


